


22

北竜町開拓記念式

　

５
月
16
日
、
開
拓
記
念
碑
前
で
北
竜
町
開
拓
記
念
式
が
挙
行

さ
れ
ま
し
た
。
祝
詞
奏
上
後
、
佐
々
木
町
長
を
始
め
各
団
体
長

が
玉
串
を
捧
げ
、
先
人
の
不
屈
の
開
拓
精
神
に
深
い
敬
意
と
感

謝
を
表
し
ま
し
た
。

　

開
拓
記
念
式
終
了
後
、
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
会
場
を
移
し
、
北
竜
町

表
彰
条
例
に
基
づ
く
功
労
者
表
彰
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

佐
々
木
町
長
か
ら
は
開
式
の
挨
拶

と
し
て
「
明
治
26
年
に
開
拓
の
鍬
が

振
り
下
ろ
さ
れ
て
か
ら
、
本
年
で
１

３
３
年
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
開
拓
記
念
日
に
あ
た
り
、
郷

土
北
竜
町
の
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
多

く
の
先
人
の
皆
様
の
ご
労
苦
と
英
知
、

不
屈
の
開
拓
精
神
に
対
し
、
深
甚
な

る
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
し
て
本
日
表
彰
さ
せ
て
頂
き
ま

す
皆
さ
ん
に
は
各
分
野
に
お
い
て
献

身
的
に
ご
尽
力
を
賜
り
、
大
き
な
功

績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
永
年
の
ご
労

苦
に
対
し
深
甚
な
る
敬
意
と
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
」と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
北
竜
町
功
労
者
表
彰
が
行

わ
れ
、
一
般
町
勢
功
労
者
と
し
て
渡

邊
靖
範
氏
、
川
上
健
康
氏
、
教
育
功

労
者
と
し
て
黄
倉
桂
子
氏
、
産
業
経

先人の労苦を偲ぶ先人の労苦を偲ぶ
 

北
竜
町
功
労
者
表
彰
式

済
功
労
者
と
し
て
北
清
裕
邦
氏
に
そ

れ
ぞ
れ
表
彰
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
中
村
議
会
議
長
か
ら
功
労

者
４
名
の
方
の
功
績
に
対
し
て
賛
辞

と
感
謝
の
言
葉
を
頂
き
、
受
賞
者
を

代
表
し
て
北
清
裕
邦
氏
か
ら
「
き
た
そ

ら
ち
農
業
協
同
組
合
北
竜
地
区
理
事

と
し
て
、
ま
た
北
竜
町
農
業
委
員
と
し

て
、
微
力
な
が
ら
北
竜
町
農
業
の
振
興

に
渾
身
の
努
力
を
重
ね
て
参
り
ま
し

た
。
こ
の
間
、
厳
し
い
農
業
情
勢
の
中

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
農
業
経
営
の
安

定
、
所
得
向
上
に
微
力
な
が
ら
貢
献
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
「
北
竜
ひ
ま
わ
り
ラ
イ
ス
」

が
平
成
29
年
に
「
日
本
農
業
賞
集
団
組

織
の
部
大
賞
」
を
受
賞
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
微
力
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
お
役
に
立
て
る
よ
う
精

進
し
て
参
り
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
謝
辞
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。



33 令和７年６月号令和７年６月号

 
功
労
者
の
功
績

北清 裕邦 氏              黄倉 桂子 氏              川上 健康 氏              渡邊 靖範 氏  

　

平
成
19
年
11
月
か
ら
令
和
５
年
11
月
ま
で
の
４
期
16
年
間
の
永
き
に
亘
り
、
北
竜
町
公
平
委

員
と
し
て
、
地
方
公
務
員
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
条
件
等
に

関
す
る
措
置
の
要
求
を
審
査
、
判
定
し
、
公
平
な
立
場
の
判
断
に
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
25
年
11
月
よ
り
10
年
間
、
公
平
委
員
会
委
員
長
の
職
務
に
就
か
れ
、
会
の
遂
行

に
ご
貢
献
を
頂
き
ま
し
た
。

一
般
町
勢
功
労
者

　  

渡
邊 

靖
範 

氏

　

平
成
17
年
７
月
か
ら
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
４
期
10
年
２
ヶ
月
間
の
永
き
に
亘
り
、
北
竜
町

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
と
し
て
、平
等
と
公
平
な
税
行
政
の
推
進
に
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
１
月
よ
り
４
年
８
ヶ
月
間
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
長
の
職
務
に
就
か

れ
、
会
の
遂
行
に
ご
貢
献
を
頂
き
ま
し
た
。

一
般
町
勢
功
労
者
　

　  

川
上 
健
康 

氏

教
育
功
労
者 

　

　    

黄
倉 

桂
子 

氏

　

平
成
19
年
８
月
か
ら
令
和
元
年
７
月
ま
で
の
６
期
12
年
間
の
永
き
に
亘
り
、
北
竜
町
社
会
教

育
委
員
と
し
て
、
町
民
の
生
涯
学
習
の
推
進
に
献
身
的
な
努
力
を
重
ね
、
社
会
教
育
行
政
の
推

進
役
と
し
て
手
腕
を
発
揮
し
、
特
に
地
域
住
民
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
な
ど
、
地
域
の
課
題
解

決
に
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
８
月
よ
り
１
期
２
年
間
、
社
会
教
育
委
員
長
に
職
務
に
就
か
れ
、
会
の
遂

行
に
ご
貢
献
を
頂
き
ま
し
た
。

　

平
成
16
年
５
月
に
農
業
委
員
に
就
任
後
、
19
年
２
ヶ
月
間
の
永
き
に
亘
り
積
極
的
に
職
務
に

精
励
さ
れ
る
と
と
も
に
、
北
竜
町
の
農
地
集
積
・
集
約
に
推
進
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
担
い
手
の

育
成
・
確
保
に
も
大
変
ご
尽
力
を
頂
き
、
後
継
者
の
育
成
に
も
積
極
的
に
活
動
を
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
16
年
５
月
か
ら
は
、
き
た
そ
ら
ち
農
業
協
同
組
合
北
竜
地
区
理
事
を
９
年
間
、

同
地
区
代
表
理
事
を
平
成
25
年
５
月
か
ら
10
年
７
ヶ
月
間
務
め
ら
れ
、
町
内
だ
け
で
は
な
く
、

き
た
そ
ら
ち
全
体
の
農
業
の
振
興
に
多
大
な
ご
貢
献
を
頂
き
ま
し
た
。

産
業
経
済
功
労
者
　

　  

北
清 

裕
邦 

氏
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事業名 対象者 助成内容 お問い合せ先 電話番号

結婚祝金

町内に 1 年以上住所を有し

ており、結婚後も町内に定

住されるご夫婦

1組 5万円を贈呈します。

こども・くらし

応援課

こども未来 ･

福祉係

34‐7030

結婚新生活

支援事業

当該年 3 月 1 日から翌年 3

月 31 日までに新規に婚姻し

た 39 才以下の世帯（世帯所

得が 500 万円未満の世帯に

限る）

婚姻に伴う北竜町内への住宅取得

費用又は住宅賃借費用と引越費用

を助成します（住宅費と引越費用

を合わせて上限 30 万円まで助成）。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

不妊治療費

助成事業

次のすべての要件にあては

まるご夫婦

・婚姻関係（事実婚を含む）

にあり、夫婦のどちらかが

北竜町に住所がある方

・公的健康保険に加入して

いる方

保険適応となる不妊治療費の本人

負担額を、一年度につき１回全額

助成します。

また保険適応外の不妊治療費の本

人負担額については、一年度につ

き 15 万円を上限に助成します。

こども・くらし

応援課

健康推進係

34‐7031

妊産婦健康診査

交通費支援事業
北竜町に住所を有する妊産婦

妊産婦健診の受診にかかる交通費

の助成として、健診１回につき

2,000 円を受けた健診回数分交付し

ます（妊婦健診は最大 14 回、産婦

健診は最大 2回まで）。

妊産婦健康診査費

助成
北竜町に住所を有する妊産婦

妊婦：一般健康診査費、超音波検

査費を最大各 14 回分助成します。

また妊娠判定に係る産科医療機関

等の受診費用（治療・投薬を除く）

を全額助成します（上限１万円）。

産婦：産後の健康診査費を２回ま

で助成します。

妊婦歯科健診費

助成
北竜町に住所を有する妊婦

北竜町立歯科診療所において、歯科

健診1回分の費用を全額助成します。

安心出産サポート

１１９

町内在住の妊婦、または里

帰り出産のため一時的に町

内に滞在中の妊婦

あらかじめ出産予定日や医療機関

等の情報を登録しておくことで、救

急搬送が必要となった時にスムー

ズにかかりつけ医に搬送します。

出産祝金

父親、及び母親が 1 年以上

町内に住所を有しており、

出産児を 6 ヵ月以上養育し

ている方

出産児 1 人につき 20 万円を贈呈し

ます。

こども・くらし

応援課

こども未来 ･

福祉係

34‐7030

子育ても、働きやすさも、暮らしやすさも子育ても、働きやすさも、暮らしやすさも

令和７年度令和７年度  北竜町の支援制度北竜町の支援制度



55 令和７年６月号令和７年６月号

事業名 対象者 助成内容 お問い合せ先 電話番号

新生児期健診・

聴覚検査費用

助成事業

概ね生後１ヶ月までの乳児
新生児期に受けた健診費用と聴覚

検査費用を全額助成します。

こども・くらし

応援課

健康推進係

34‐7031

乳幼児

栄養強化食品

町内に住所を有している生

活保護世帯、町民税非課税

世帯、町民税均等割のみの

世帯の乳幼児

該当世帯の乳幼児に必要量の粉ミ

ルクを現物支給します（乳幼児１

人につき、ひと月あたりミルク大

缶３缶を上限とする）。

産後ケア・

育児サポート事業

０～２歳の乳幼児と保護者

（深川市立病院以外の産後ケ

ア施設利用料助成は産後１

年未満の産婦、乳児に限る）

深川市立病院での母乳外来「にこ

にこ」利用料、助産師の訪問支援

費用（保健師が同行します）を全

額助成します。

また深川市立病院以外の産後ケア

施設（通所型、宿泊型）を利用し

た場合、利用料の９割を助成しま

す（上限あり）。

乳幼児等医療費

助成

町内に住所を有する０歳～

高校３年生まで（満 18 歳に

達する年度末まで）

医療費の一部負担金を全額助成し

ます。

こども・くらし

応援課

医療･介護保険係

34‐7030

子育て世帯

町外通勤者

助成事業

高校生までの子どもを扶養

する子育て世帯の世帯主な

どの保護者のうち、勤務地

が町外である者

通勤するために要する経費の一部

を助成します（通勤距離により助

成額が異なり、商品券にて交付）。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

幼児歯科健診・

フッ素塗布事業
1 歳～就学前

北竜町立歯科診療所において、フッ

素塗布、歯科健診費を年度内 2 回

分全額助成します。

こども・くらし

応援課

健康推進係

34‐7031

保育料減免措置

町内に住所を有し、やわら

保育園に通園している保育

児童

令和７年度の月額基本保育料を無

料にします。
こども・くらし

応援課

こども未来 ･

福祉係

34‐7030

学童保育料減免
学童保育元気っ子クラブに

通園する児童

８月（夏休み）、12 ～１月（冬休み）

期間中の学童保育料を減額します。

任意予防接種費

助成
各予防接種の該当年齢者

インフルエンザ予防接種（高校生以

下無料）、おたふくかぜ／日本脳炎

予防接種／妊娠を希望する夫婦等

の風しん予防接種費を助成します。

こども・くらし

応援課

健康推進係

34‐7031

各種検定助成事業 町内の全小中児童生徒
漢字検定と英語検定を500円の自己

負担で受験できるよう助成します。

教育委員会

教育課学務係
34‐2553

修学旅行費助成
北竜町内の小中学校の修学

旅行に参加する児童生徒

小学生：保護者負担を 1 万円とし、

それ以外を助成する

中学生：4 万円（関東）※行き先

が沖縄県内の場合は保護者負担を

５万円とし、それ以外を助成する。

令和７年度　北竜町の支援制度令和７年度　北竜町の支援制度
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事業名 対象者 助成内容 お問い合せ先 電話番号

学校給食費助成
北竜町内の小中学校に通学

する児童生徒の保護者
小中学校の給食費を全額助成します。

教育委員会

教育課学務係
34‐2553

公設学習塾（英語）
町内の小学５・６年生と全

中学生

児童生徒の学習意欲向上を目的に

公設学習塾（英語）を開設します。

受講料は無料です（※教材費 1,500

円の利用者負担あり）。

フッ化物洗口事業 町内の全小中児童生徒 希望者へフッ化物洗口を無料実施。

中体連等

参加助成金事業
北竜中学校生徒の保護者

中体連主催の全国・全道大会及び

吹奏楽連盟主催の全国・全道コン

クールに出場する生徒に対し費用

（交通費、宿泊費等）を助成します。

中学生部活動送迎

支援事業
北竜中学校生徒 町外への部活動送迎（行きのみ）。

中学生

短期語学留学

助成事業

中学 2 年生修了時までに

英 検 3 級 以 上 も し く は、

TOEIC400 点以上を取得した

中学生

英語使用圏の国での語学レッスン

および市内見学短期留学費用を助

成します（夏季休業中の約10日間）。

青春エール助成金

(高等学校通学等助成)

町内に住所を有する高校生

等を持つ保護者

通学費／下宿費等の 1/2 を助成し

ます（上限月額７千円）。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

奨学資金

貸付事業

学資の支払いが経済的な理

由により困難な家庭で成績

優秀な生徒

高校生：2万円／月

短大生／専門学校：3万円／月

大学生：3.5 万円／月

を無利子で貸し付けます。

教育委員会

教育課学務係
34‐2553

ひとり親家庭等

医療費助成事業

町内に住所を有するひとり

親家庭

ひとり親家庭の児童が入院／通院

したとき、母親又は父親が入院し

た時にかかる一部負担金を一部助

成します。

こども・くらし

応援課

医療･介護保険係

34‐7030

町外勤務者移住

助成事業

町内企業等にすでに就労し

ている町外在住者、また

は、新たに就労予定の町外

在住者で町外から転入して

きた方

引っ越し費用を助成します（高校

生までの子どもを扶養する子育て

世帯 10 万円、婚姻後 3 年未満の新

婚世帯 5万円を商品券にて交付）。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

介護福祉士資格

取得支援助成金

交付事業

介護福祉士の資格を取得し

町内介護サービス事業所で

介護サービスに従事する方

資格取得に係る受講料、試験に係

る受験手数料、登録手数料。

北竜町特別養護

老人ホーム 

永楽園

34‐2050

持ち家取得

奨励事業

北竜町内に住宅を新築した

場合（建築費が 1 千万円以

上かつ、居住に用する床面

積が 60 ㎡以上）

建築代金の 1/10 を上限 200 万円ま

で助成します。

※町並み整備建築事業／商工業元

気支援応援条例と加算助成します。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

令和７年度　北竜町の支援制度令和７年度　北竜町の支援制度
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事業名 対象者 助成内容 お問い合せ先 電話番号

町並み整備

建築事業

国道 275 号線／国道 233 号

線／道道 94 号線沿いの指定

された区域内に住宅を建築

した場合

建築代金の 1/2 を上限 150 万円ま

で助成します。

まち未来戦略課

まちづくり・

情報推進係

34‐7029

中古住宅取得

奨励事業

中古住宅を購入（土地代金

を含め 100 万円以上）し、3

年以内に本町に在住するこ

とを確約できる方

購入代金の 1/10 を助成します（限

度額 100 万円）。

中古住宅改修

奨励事業

購入した中古住宅を改修（改

修代金が 100 万円以上）し、

3 年以内に本町に在住する

ことを確約できる方

改修代金の 1/10 を助成します（限

度額 150 万円）。

地域づくり

人材育成事業

まちづくりに資する人材の

育成、講演会／研修会の開

催、コンサート／イベント

の開催、研修視察の実施、

まちづくりに資する資格の

取得などを行う町内の団体

自己負担分の 1/2 を助成します。

特殊詐欺対策

自動通話録音機

購入助成事業

助成後、1 年以上の居住が

見込まれる 65 歳以上の世帯

一世帯一台まで、5千円を上限

として購入額の 1/2 を助成します。

こども・くらし

応援課

戸籍・町民生活係

34‐7030

店
舗
・
事
務
所

新築等

助成事業

店舗／事務所を、町内に新

築／増改築した場合

新築／増改築代金の 1/4 を助成し

ます（市街地区 : 新築 200 万円／

増改築 150 万円限度）（市街地区以

外 : 新築 100 万円／増改築 50 万円

限度）。

産業課

商工ひまわり

観光・林務係

34‐7032

設備

助成事業

上記に係る備品／機器設備

を購入した場合

購入代金の 1/3 を上限 100 万円ま

で助成します。

運転資金

助成事業

上記事業で新たに開業及び廃

業する事業を継承した場合

土地／建物の賃借料、光熱水費／

備品リース料の経費 1/2 を上限月

額 5 万円まで、最長 2 年間助成し

ます。

雇用

助成事業

上記事業により新規雇用を

創出する場合

雇用保険の被保険者賃金の 1/2 を

上限月額 5 万円まで、最長 2 年間

助成します。

雇用定着

助成事業

町内に住所を有する ( 新た

に有する場合も可 )15 歳～

35 歳までの者を雇用した

場合

雇用保険の被保険者賃金の 1/2 を

上限月額 10 万円、最長 1 年間まで

助成します。

令和７年度　北竜町の支援制度令和７年度　北竜町の支援制度
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金滴酒造（株）から

永楽園に酒粕の寄贈

　４月１７日、金滴酒造株式会社（新十津川町）の

名取重和社長が永楽園を訪れ、酒粕６㎏を寄贈され

ました。

　同社では、社会貢献活動の一環として近隣施設等に

酒粕の寄付を続けられており、名取社長から酒粕を手

渡された入所者は「美味しくいただきます」とお礼を

述べ、笑顔で受け取られました。

（株）北興建設から

町に１００万円の寄付

　４月１４日、株式会社北興建設の藤井雅仁社長が来

庁され、会社が創立６０周年の節目を迎えた記念とし

て町に１００万円を寄付されました。

　藤井社長から「商工業、観光、教育分野に役立て

てください」と手渡され、受け取った佐々木町長は

「大切に使わせていただきます」とお礼を述べられま

した。

　前北竜町長の佐野豊氏が、令和７年春の叙勲（地方自治功労）で旭日双光章を受章され、５月９日ニューオ

ータニイン札幌にて鈴木直道北海道知事より叙勲の伝達が行われました。

　佐野氏は、平成２４年２月から北竜町長として３期１２年在職され、健全な行財政運営や農業、商工業の振

興発展、福祉の向上に尽力されました。今回の受賞は、佐野氏が長年にわたり地方自治の振興発展に寄与され

た大きな功績が認められ、贈られたものです。

　１５日には役場を訪れ、佐々木町長に受賞の報告が行われました。

佐野豊氏が旭日双光章を受章
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田中盛亮氏が

旭日単光章を受章

　元北竜町議会議員として、地方自治に尽力された田

中盛亮氏（８８歳）が、このほど高齢者叙勲の旭日単

光章を受章し、4月２１日に叙勲の伝達が行われました。

　田中氏は昭和５８年３月から北竜町議会議員として

４期１６年にわたり地方自治の振興に多大に貢献され、

その間、平成３年４月から副議長を４年間、平成７年

４月から議長を４年間歴任し、産業、建設の振興や福

祉の向上、議会の円滑な運営に尽力されました。

　役場応接室で行われた伝達式では、佐々木町長が伝

達の口上を述べ、田中氏に勲記と勲章が手渡されました。

ＮＰＯひまわりから小・中学校

に融雪剤散布の地域貢献活動

　３月１９日、ＮＰＯひまわり（越田光行代表）から、

地域貢献活動として真竜小学校と北竜中学校のグラウ

ンドに融雪剤を散布していただきました。

　４月１４日には役場にて、地域貢献に対する感謝と

して町から感謝状が贈呈され、越田代表が受け取られ

ました。

■■   横倉　健 横倉　健 地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員（R7.5.1着任）（R7.5.1着任）

■■   新井田 翼 新井田 翼 地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員（R7.5.1着任）（R7.5.1着任）

新規就農を目指し農業研修を行います。

情報発信や動画作成など、活動は多岐にわたる予

定です。

■■   白石 亜紀 白石 亜紀 地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員（R7.5.1着任）（R7.5.1着任）

■■   酒井 優斗 酒井 優斗 地域おこし協力隊員地域おこし協力隊員（R7.5.1着任）（R7.5.1着任）

教育委員会で社会教育や社会体育を中心に活動予

定です。

ひまわりまつり運営、観光の情報発信、鳥獣害業

務などの予定です。

　５月１日より４名の地域おこし協力隊が着任

しました。活動予定の内容をご紹介します。

　また、６月１日にも１名着任予定です。今後

も写真などでご紹介を考えております。楽しみ

にお待ちください。

北竜町の北竜町の

地域おこし協力隊地域おこし協力隊

集落支援員集落支援員のの活動活動
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議会広報委員会議会広報委員会Ｎｏ．４０８

【
５
月
】

１
日
…
美
葉
牛
神
社
の
地
鎮
祭
、

第
95
回
北
竜
地
区
統
一
メ
ー
デ
ー

大
会

７
日
…
沼
田
地
区
防
犯
協
会
連
合

会
総
会

11
日
…
三
谷
八
十
八
ヶ
所
霊
場
山

開
き

13
日
…
沼
田
地
区
交
通
安
全
協
会

連
合
会
総
会

16
日
…
北
竜
町
開
拓
記
念
式
及
び

北
竜
町
表
彰
条
例
に
基
づ
く
表
彰

式
、
北
竜
町
商
工
会
総
会

23
日
…
北
空
知
議
会
議
長
連
絡
協

議
会
総
会

26
日
…
例
月
出
納
検
査
（
監
査
委

員
）

27
～
28
日
…
全
国
議
長
会
議
長
・

副
議
長
研
修
会

30
日
…
空
知
監
査
委
員
協
議
会
定

期
総
会
（
監
査
委
員
）

　

「
地
方
創
生
２
・
０
」
で
佐
々

木
町
長
の
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

に
挑
む
北
竜
町
。『
２
０
５
０

年
に
人
口
７
７
８
人
』
と
の
推

計
が
一
昨
年
人
口
問
題
研
究
所

か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

地
域
が
消
滅
す
る
と
の
危

機
感
に
煽
ら
れ
な
が
ら
、
わ
が

町
の
強
み
を
軸
に
横
展
開
を

図
り
、
関
係
人
口
を
地
道
に
紡

い
で
構
成
し
て
い
く
。
強
み

は
「
米
」「
ひ
ま
わ
り
」
そ
し

て
豊
か
な
自
然
、
安
全
な
農
産

物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
個

性
豊
か
な
人
材
等
々
。
北
竜
町

は
「
地
元
愛
」
が
非
常
に
強
い
。

そ
れ
を
底
力
に
し
て
現
在
の

人
口
１
，
５
７
０
人
を
維
持
し

な
が
ら
関
係
人
口
を
増
や
し

て
ゆ
け
る
か
。
あ
る
意
味
町
の

成
り
立
ち
・
人
の
考
え
方
か
ら

一
歩
外
に
展
開
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
人

口
減
少
や
高
齢
化
・
人
材
不
足
。

守
り
に
徹
す
る
こ
と
が
大
切

…
で
は
あ
る
が
某
職
員
「
可
能

性
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
向
け

て
頑
張
っ
て
み
た
い
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」
と
の
、
挑
む
言
葉

に
い
た
く
感
銘
を
受
け
る
。

　

新
生
北
竜
町
は
始
ま
っ
た
ば

か
り
。
今
あ
る
自
分
の
仕
事
・

生
活
等
の
環
境
は
、
過
去
に
自

分
が
想
像
し
描
い
た
姿
と
信
じ

る
。
も
ち
ろ
ん
描
く
だ
け
な
ら

怠
け
者
で
も
で
き
る
、
そ
れ
に

向
け
て
か
つ
て
な
い
ほ
ど
努
力

す
る
こ
と
が
前
提
で
す
が
。
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
人
口
の
割
合
を
高
め
、

若
い
世
代
に
バ
ト
ン
を
繋
い
で

い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。

　

「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て 

何

の
た
め
に
生
き
る
が
か
」「
そ

れ
は
人
を
喜
ば
せ
る
た
め
じ

ゃ
」
朝
ド
ラ
【
あ
ん
ぱ
ん
】
の

竹
野
内
豊
扮
す
る
伯
父
の
セ
リ

フ
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
未
来
に
繋

げ
て
い
く
に
は
、こ
の
『
喜
び
』

の
隠
れ
た
さ
り
げ
な
い
要
素
が

ポ
イ
ン
ト
の
気
が
し
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
。
時
に
は
お
お
ら

か
に
、
時
に
シ
ビ
ア
に
議
論
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　

 (

尾
﨑 

圭
子)

　

令
和
７
年
第
３
回
臨
時
会
は
４

月
25
日
に
招
集
さ
れ
、
提
出
さ
れ

た
案
件
を
審
議
し
閉
会
い
た
し
ま

し
た
。

○
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

〔
令
和
６
年
度
北
竜
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
11
号
）
に
つ
い
て
〕

○
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

〔
令
和
６
年
度
北
竜
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）
に
つ
い
て
〕

○
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

〔
令
和
６
年
度
北
竜
町
簡
易
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

に
つ
い
て
〕

○
北
竜
町
除
雪
セ
ン
タ
ー
改
築
２

期
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て 承
認

原
案
可
決
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【
６
月
】

５
日
…
議
会
運
営
委
員
会

６
日
…
町
内
行
政
視
察

10
日
…
北
海
道
町
村
議
会
議
長
会

総
会
・
議
長
・
局
長
研
修
会

12
～
13
日
…
第
２
回
北
竜
町
議
会

定
例
会

14
日
…
田
中
盛
亮
氏
旭
日
単
光
章

受
賞
祝
賀
会

15
日
…
真
龍
神
社
春
季
例
大
祭

19
～
20
日
…
町
内
団
体
長
中
央
要

望23
日
…
総
務
産
業
常
任
委
員
会
・

ま
ち
づ
く
り
等
調
査
特
別
委
員
会

25
日
…
町
内
会
長
と
の
懇
談
会

27
日
…
議
長
杯
Ｐ
Ｇ
大
会
、
北
竜

町
消
防
演
習

未
定
…
例
月
出
納
検
査
（
監
査
委

員
）

第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます

■特別弔慰金の趣旨
　特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、

国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給す

るものです。

■支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和７年（２０２５年）４月１日（基準日）において、「恩

給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦

没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

（１）令和７年（２０２５年）４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権

　　 を取得した方

（２）戦没者の子

（３）戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹

　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、

　　　順番が入れ替わります。

（４）上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

　　※戦没者等の死亡時まで引き続き、１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
　額面２７．５万円、５年償還の記名国債

■請求期間
　令和７年（２０２５年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月３１日

　※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意

　　ください。

■請求窓口
　お住まいの市区町村の援護担当課

■問い合わせ先
　役場こども・くらし応援課 こども未来・福祉係 ℡：３４‐７０３０

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ

■
定
例
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

第
２
回
定
例
会
は

６
月
12
日
～
13
日
の
予
定
で
す
。
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今
月
の
行
政
相
談

高
齢
者
運
転
免
許
証

自
主
返
納
時
の
無
料
送
迎
日

　

65
歳
以
上
の
方
で
運
転
免
許
証

を
自
主
返
納
さ
れ
る
方
を
対
象
に
、

自
宅
か
ら
深
川
警
察
署
沼
田
警
察

庁
舎
ま
で
無
料
送
迎
を
行
い
ま
す
。

【
６
・
７
月
の
無
料
送
迎
日
】

■
６
月
20
日
（
金
）

※
申
し
込
み
期
限
６
月
17
日（
火
）

■
７
月
18
日
（
金
）

※
申
し
込
み
期
限
７
月
15
日（
火
）

【
申
し
込
み
先
】

　

役
場
こ
ど
も
・
く
ら
し
応
援
課

　

戸
籍
・
町
民
生
活
係

　

℡
３
４
‐
７
０
３
０

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
行
政
が

行
っ
て
い
る
年
金
、
道
路
、
河
川
、

窓
口
サ
ー
ビ
ス
等
に
対
す
る
、
不

満
や
苦
情
、
ま
た
は
要
望
や
意
見

な
ど
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
口
頭
・
電
話
・

手
紙
で
の
相
談
は
い
つ
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

【
今
月
の
定
例
相
談
日
】

　

６
月
17
日(

火)

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

【
場
所
】

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
行
政
相
談
委
員
】

　

長
谷
川
秀
幸

　

℡
３
４
‐
２
６
１
１

※急病のため夜間・深夜・土曜日の午後から診療を受ける場合は、
　夜間急病テレホンセンターに電話をしてから受診してください。

■夜間急病テレホンセンター ℡：22-4100

北
空
知
衛
生
セ
ン
タ
ー
の

ご
み
の
受
入
中
止
に
つ
い
て

　

６
月
28
日
（
土
）
と
６
月
30
日

（
月
）
は
北
空
知
衛
生
セ
ン
タ
ー
の

廃
棄
物
処
理
施
設
の
改
修
工
事
の

た
め
、
ご
み
収
集
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
個
人
で
の
北
空
知
衛
生

セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接
搬
入
も
受
け

付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

役
場
こ
ど
も
・
く
ら
し
応
援
課

　

戸
籍
・
町
民
生
活
係

　

℡
３
４
‐
７
０
３
０

北竜町地域子育て支援センター
℡：３４‐８８０２

月日 医 療 機 関 名 医療機関名（歯科）※診療時間
は9時～12時

6/1
 （日）

深川市立病院
(担当医・
 北竜町立診療所 浦本幸彦）

℡ 22-1101

新十津川パンダ歯科

℡ 0125-76-3202

6/8
 （日）

深川市立病院

℡ 22-1101

グリーン歯科クリニック

℡ 0125-54-3434

6/15
 （日）

深川市立病院

℡ 22-1101

みやこし歯科診療所

℡ 0125-75-5330

6/22
 （日）

深川市立病院

℡ 22-1101

伊東歯科医院

℡ 23-5501

6/29
 （日）

深川市立病院

℡ 22-1101

近藤歯科医院

℡ 35-2538

休 日 当 番 医

ピカピカキッズ
○日時　６月26日（木）10:00～11:30

　場所　すこやかセンター

　内容　保健師講話

　　　　「親子で手作りおやつ」

○日時　６月18日（水）10:00～11:30

　場所　子育て支援センター室

　内容　お散歩「消防車見学」

○日時　６月24日（火）10:00～11:30

　場所　子育て支援センター室

　内容　保育園自由開放

ちびっこひろば

まちの動き
５月１日現在（前月比）

世帯数　７７５世帯(＋１)
 人口 １, ５６６人(－５)
　男　　　７４４人(＋１)
　女　　　８２２人(－６)

(外国人含)
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

時
間
外
窓
口
に
つ
い
て

　

左
記
の
日
程
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
関
連
手
続
き
の
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
事
前
の
電
話
予
約
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
お
間
違
い

の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
時
間
外
窓
口
で
は
転
入
・
転
居
・

転
出
な
ど
の
住
所
の
移
動
、
印

鑑
登
録
、
証
明
書
発
行
業
務
等

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

【
日
時
】　
６
月
23
日
（
月
）
～

　
　
　
　

６
月
27
日
（
金
）

　
　
　
　

い
ず
れ
も
19
時
迄

　
　
　
　

※
電
話
予
約
必
須

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

役
場
こ
ど
も
・
く
ら
し
応
援
課

　

戸
籍
・
町
民
生
活
係

　

℡
３
４
‐
７
０
３
０

令
和
７
年
度

    

自
衛
官
等
募
集
案
内

●
自
衛
官
候
補
生

【
応
募
資
格
】　

日
本
国
籍
を
有
し
、

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
男
女

【
受
付
期
間
】
通
年

【
試
験
期
日
】

　

７
月
13
日
（
日
）・
14
日
（
月
）

　

の
ど
ち
ら
か
１
日

【
試
験
会
場
】

　

陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯
地

　

（
旭
川
市
春
光
町
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

■
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部

　

旭
川
地
区
隊

　

℡
０
１
６
６
‐
５
５
‐
０
１
０
０

■
役
場
総
務
課
総
務
係

　

℡
３
４
‐
７
０
２
８

■
募
集
相
談
員

　

加
藤
宰
・
松
本
浩
章
・

　

寺
垣
信
晃

税
務
職
員
募
集

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や

税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ

ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
税
務

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

２
０
２
５
年
度
の
採
用
試
験
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
受
験
資
格
】

①
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

②
令
和
８
年
３
月
ま
で
に
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

【
申
込
受
付
期
間
】

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
）

　

６
月
13
日
（
金
）
９
時
～

  

６
月
25
日
（
水
）（
受
信
有
効
）

《
申
込
専
用
ペ
ー
ジ
》

https://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

（
※
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
が
で
き

な
い
場
合
は
受
験
を
希
望
す
る
第

１
次
試
験
地
を
所
轄
す
る
国
税
局

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

【
第
１
次
試
験
】（
基
礎
能
力
試
験
、

適
性
試
験
、
作
文
試
験
）

　

９
月
７
日
（
日
）

【
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日
】

　

10
月
９
日
（
木
）

【
第
２
次
試
験
】（
人
物
試
験
、
身

体
検
査
）

10
月
15
日（
水
）～
10
月
24
日（
金
）

の
う
ち
指
定
す
る
日

【
最
終
合
格
者
発
表
日
】

11
月
18
日
（
火
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担

当
（
℡
０
１
１
‐
２
３
１
‐
５
０

１
１
）
又
は
最
寄
り
の
税
務
署

心
配
ご
と
相
談

　

民
生
委
員
児
童
委
員
・
人
権
擁
護

委
員
に
よ
る
心
配
ご
と
相
談
を
次

の
日
程
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

【
日
時
】　

６
月
２
日(

火)

　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

【
場
所
】　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
担
当
者
】

■
民
生
委
員
児
童
委
員

　

竹
内
委
員
・
澤
田
委
員

■
人
権
擁
護
委
員

　

澤
田
委
員
・
瀬
戸
委
員
・

　

藤
井
委
員

【
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
の
遵
守
】

　

ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
は
、
カ

ー
ブ
で
の
路
外
逸
脱
事
故
や
、
ち

ょ
っ
と
し
た
路
面
変
化
で
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
転
倒
し
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
無
理
な
追
い

越
し
も
絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
。

【
バ
イ
ク
の
特
性
の
理
解
】

　

バ
イ
ク
は
車
体
が
小
さ
く
、
車

の
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
見
落
と
さ
れ

た
り
、
距
離
感
や
速
度
感
が
わ
か

り
に
く
く
、特
に
交
差
点
で
は「
右

直
事
故
」
の
当
事
車
両
に
な
る
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
車
両
の
特
性

を
理
解
し
た
上
で
、
互
い
に
慎
重

な
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
ゆ
と
り
を
持
っ
た
ツ
ー
リ
ン
グ
】

　

ツ
ー
リ
ン
グ
中
に
仲
間
か
ら
遅

れ
、
そ
の
遅
れ
を
取
り
戻
そ
う
と

無
理
な
運
転
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

仲
間
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
の

集
合
場
所
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

二
輪
車
の

　
　
　
交
通
事
故
防
止
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北竜町の事件・事故の発生状況（4月末現在）

犯罪の発生件数 交通事故の発生件数

空き巣
工事場
狙い

置き
引き

粗暴犯 その他 合計

2025年 ０ ０ ０ ０ ０ ０

2024年 ０ ０ ０ １ ０ １

人 身 事 故 物 損 事 故

2025年 ０ 2025年 ７

2024年 ２ 2024年 41

◎対象者

　　北竜町にお住まいで、運転免許証を自主返納される６５歳以上の方

　　（自主的に返納せず、運転免許証の有効期限が切れて失効した方は対象外）

◎手続きの仕方

　１．運転免許証を最寄りの警察署へ返納し、「運転経歴証明書」の発行を依頼

　　　【持参するもの】

   　 　①運転免許証　    　②印鑑 　   　③２，４００円（申請手数料と写真代）

   　 　④写真（縦３センチ×横２．４センチ）１枚

　　　※写真を用意できる場合は、写真代は必要ありません。

　　　※申請手数料と写真代の領収書は役場での申請に必要となりますので、

　　　　無くさないで下さい。

　　　※運転免許証については、この時点で失効します。

　２．運転経歴証明書が発行されたら、役場で申請書の手続き

　３．後日、ハイヤー券（５０，０００円分）を交付

　　※ハイヤー券は和ハイヤーのみで利用できます（申請人本人が乗車する場合のみ）。

　　※ハイヤー券の有効期間は、１０年間です。

◎ご自宅から沼田警察署までの送迎を行ってます。

　　運転免許証を自主返納したいが、警察署まで行く手段がないなどの理由で、運転

　免許証を返納出来ない方の為に、自宅から沼田警察署までの無料送迎を行っていま

　すので、詳しくは役場こども・くらし応援課 戸籍・町民生活係までご連絡下さい。

高齢者運転免許証高齢者運転免許証
自主返納サポート事業について自主返納サポート事業について

■運転免許証を自主返納した６５歳以上の方にハイヤー券を交付してます。

【問い合わせ先】役場こども・くらし応援課  戸籍・町民生活係　℡：３４‐７０３０
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住環境の保全及び地震や雪害等による倒壊等の被害を未然に防ぎ、安全安心なまちづくりに寄与

するため、老朽化した住宅の除却費用の一部を助成します。

■対象となる要件

　・本町の区域内に存するものであること

　・昭和５６年 ５月３１日以前に建設されたものであること

　・除却工事に要する費用が３０万円以上であること

　　※対象外～車庫、納屋、庭木、柵、塀など。住宅を納屋と使用していた場合も対象外。

■補助対象者

　・空家等の建物を解体撤去した所有者等（個人）　（令和７年度は４件）

■補助金額

　・除却工事費用の２分の１（１，０００円未満は切り捨て）上限１００万円

　　《例》除却工事費用２５０万円の場合　→　自己負担額：１５０万円、町助成額：１００万円

■事前申請期間

　・令和７年６月２日（月）から令和７年６月３０日（月）まで

■事前申請手続き

　・申請を行う前に必ず事前にご相談ください。

　・申請後、書類審査・現地確認等を行い、交付決定をします。

　・交付決定は８月下旬から９月上旬を予定しています。

　　この決定前に解体を行った場合は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

■住宅除却工事費用の一部を補助します■住宅除却工事費用の一部を補助します

・上下水道設備等の撤去及び廃棄費用　　・建物内の残置物撤去及び廃棄費用

・売却目的等の除却工事に伴わない敷地の整地や盛土、舗装に係る費用

・付属物を解体し廃棄する費用　　・アスベスト調査費用

・登記費用や官公庁への申請等に係る費用

【問い合わせ先】役場まち未来戦略課 まちづくり情報推進係　℡：３４‐７０２９

５月から北竜町で働く方々５月から北竜町で働く方々
をご紹介します。をご紹介します。ようこそ北竜へようこそ北竜へ

北竜町役場

横
よこくら

倉 健
たけし

　　　

北竜町教育委員会

白
しらいし

石 亜
あ き

紀　　　
地域おこし
協力隊員

地域おこし
協力隊員

【次の費用は対象となりませんのでご注意ください】

北竜町役場

酒
さ か い

井 優
ま さ と

斗　　　
地域おこし
協力隊員

北竜町役場

新
に い だ

井田 翼
つばさ

　　　
地域おこし
協力隊員
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① 請求書に、氏名などを記入してお近くの年金事務所に提出
　※これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

② 審査結果の通知が日本年金機構から到着
　※年金の請求書と併せてご提出の場合、給付金の通知は年金証書送付後にお送りします。

③ お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着

④ 通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給

　年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額

が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

・給付金のお支払いは、原則、2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別途

　お支払いします。例えば、4月分と 5月分を、6月中旬（年金の支払い日と同日）に振り込みます。

・原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

●市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者

支援給付金の支給要件を満たしているか判定しています

ので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

※所得情報を確認できない場合など、提出をお願いする

場合もあります。

※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告

義務がある場合に正しく申告する必要があります。

●支給要件を満たす場合、２年目以降のお手続きは原則

不要となります。

●支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給

付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付

金不該当通知書」をお送りします。

【ねんきんダイヤル】
℡：０５７０‐０５‐１１６５（ナビダイヤル）

０５０で始まる電話からおかけになる場合は
℡：０３‐６７００‐１１６５

●給付額は、 毎年度、物価の変動による改定（物価スラ

イド改定）があります。

●給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改

定通知書」をお送りします。

●次の①～③のいずれかの事由に該当した場合、 年金生

活者支援給付金は支給されません。

①日本国内に住所がないとき

②年金が全額支給停止のとき

③刑事施設等に拘禁されているとき

※①または③の場合は必ず届出が必要となりますので、

ねんきんダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

●請求書の氏名などを自筆で書くことが困難な場合に

は、代理人などがご本人の氏名などをご記入いただけま

す。この場合は、ご本人の印による押印が必要となります。

✓給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

　なお、裏面の支給要件に該当しない場合は支給されません。

■請求手続きの流れ

■添付書類は不要 ■給付額の改定

■年金生活者支援給付金が支給されない場合

■ご記入が困難な場合

郵送による提出も可能

支給決定通知が届いた場合

●留意事項●留意事項

■問い合わせ先

厚生労働省年金生活者支援給付金年金生活者支援給付金
請求手続きのご案内請求手続きのご案内



1717 令和７年６月号令和７年６月号

令和６年度中山間地域等直接支払交付金内訳

【用語解説】

　急 傾 斜 ( 田 )  … 田で距離20ｍで1ｍ以上の傾斜地、交付金額は10ａ当たり21,000円。

　緩 傾 斜 ( 田 )  … 田で距離20ｍで1ｍ以下から距離100ｍで高さ1ｍまでの傾斜地、

　　　　　　　　　　交付金額は10ａ当たり8,000円。

　緩傾斜(畑地化) … 畑地化促進事業により令和6年度限りの措置として畑地化した農地に適用。

　　　　　　　　　　交付金額は10a当たり3,500円。

　地域共同取組分 … 地域で農業生産性にかかわる共同作業（水路農道草刈等）経費や多面的機能を増進する

　　　　　　　　　　経費に使用する交付金（交付額の約50％）。

　農地管理者分 … 農地の管理面積に応じて農業者個人に支払われる交付金（交付額の約50％）。

集落協定名

協定参加者数 対象農地

交付総額

交付金使用方法

計 農業者 合計
急傾斜
（田）

緩傾斜
（田）

緩傾斜
（畑地化）

農地
管理者分

地域
共同取組分

（人） （人） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （円） （円） （円）

北竜中山間地区 127 127 13,284,153 549,846 12,381,453 352,854 111,833,377 55,916,694 55,916,683 

碧　　水 18 18 2,059,499 196,225 1,863,274 19,026,917 9,513,459 9,513,458 

岩　　村 22 22 1,764,563 89,349 1,675,214 15,278,041 7,639,022 7,639,019 

美 葉 牛 19 19 3,729,381 57,760 3,671,621 30,585,928 15,292,965 15,292,963 

古    作 9 9 196,669 196,669 1,573,352 786,676 786,676 

板    谷 16 16 1,077,559 52,259 1,025,300 9,299,839 4,649,920 4,649,919 

西    川 9 9 937,082 88,456 818,339 30,287 8,510,292 4,255,147 4,255,145 

和 14 14 80,781 29,404 51,377 1,028,500 514,250 514,250 

三    谷 10 10 1,114,520 36,393 954,653 123,474 8,833,635 4,416,818 4,416,817 

恵　　竜 10 10 2,324,099 2,125,006 199,093 17,696,873 8,848,437 8,848,436 

■ ２０歳から６０歳未満の方
■ 国民年金保険料を納めている方（農業者年金加入者を除く）

国民年金基金に加入できるのは、以下のいずれの条件も満たしている方です。

※60歳以上65歳未満の方や海外に居住の方で、国民年金に任意加入されている方も加入できます。

年金が増えて老後にゆとり！

税金がおトクで今にゆとり！

①掛金の全額が課税所得から控除され、所得税・住民税ともに減額されます。

　老後に受け取る年金は「公的年金等控除」の対象となります。

②加入したときの掛金や受け取る年金額は変わりませんので、

　自分に合わせた年金設計ができます。

③保証付に加入した方が保証期間内に亡くなられた場合、

　遺族の方に一時金が支給されます。

国 民 年 金 基 金

【こんなメリットがあります】

【問い合わせ先】　全国国民年金基金北海道支部　℡：０１２０‐６５‐４１９２
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１．採用年月日　　随時採用（採用予定者と協議し決定する）

２．採用予定人員　　３名

３．受 験 資 格　　１）年齢が概ね４０歳以下の方

　　　　　　　　　　２）普通自動車免許を有する方

　　　　　　　　　　３）採用時に北竜町に居住できる方

　　　　　　　　　　※ただし、日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第１６条のいずれかに該当する者は、

　　　　　　　　　　　受験できません。

４．給 与 等　　北竜町職員給与規定に基づいて支給。※民間企業等の経験年数による加算あり。

　　　　　　　　　　手当～扶養手当・住居手当･通勤手当･時間外手当・寒冷地手当・期末手当・勤勉手当等

５．申 込 期 間　　令和７年５月１５日（木）～令和７年７月１８日（金）まで（必着）　　

６．提 出 書 類　　・北竜町職員採用試験エントリーシート兼履歴書

　　　　　　　　　　・卒業証明書（又は卒業見込み証明書）

　　　　　　　　　　・作文（テーマについては、要領参照）

　　　　　　　　　　上記を北竜町役場総務課に郵送又は持参し提出して下さい（※エントリーシート及び

　　　　　　　　　　作文用紙については、　北竜町のホームページからダウンロードできます）。

７．書 類 選 考　　受付後、書類選考を行います。

８．試 験 日　　書類選考のうえ、後日通知。　 　試験方法：適正試験・面接試験

９．そ の 他　　郵送で申込みを請求される場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４版が入る

　　　　　　　　　　大きさ）に送付先の住所・氏名を記入したものを同封し、請求して下さい。

１．採用年月日　　令和８年４月１日

２．職種及び人員　　建築技術職　１名

３．受 験 資 格　　１）建築設計・施工について２年以上の実務経験がある方で、１級建築士又は２級建築

　　　　　　　　　　    士の資格を有する概ね３５歳以下の方。又は２級建築士の受験資格を有する方で、

　　　　　　　　　　　  年齢が概ね３０歳以下の方。

　　　　　　　　　　２）採用後、北竜町へ居住できる方

　　　　　　　　　　３）普通自動車免許を有する方

　　　　　　　　　　※ただし、日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第１６条のいずれかに該当する者は、

　　　　　　　　　　　受験できません。

４．給 与 等　　北竜町職員給与規定に基づいて支給。※民間企業等の経験年数による加算あり。

　　　　　　　　　　手当～扶養手当・住居手当･通勤手当･時間外手当・寒冷地手当・期末手当・勤勉手当等

５．申 込 期 間　　令和７年５月１５日（木）～令和７年７月１８日（金）まで（必着）　

北竜町職員採用資格試験募集

詳細は北竜町の

ホームページを

ご覧ください。

【 提出先／問い合わせ先 】
　〒０７８- ２５１２
　雨竜郡北竜町字和１１番地１　北竜町役場 総務課総務係
　℡：０１６４‐３４‐７０２８

令和７年度 北竜町職員【一般事務職員（行政職）】採用資格試験募集要綱

令和８年度 北竜町職員【建築技術職】採用資格試験募集要綱
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６．提 出 書 類　　・北竜町職員採用試験エントリーシート兼履歴書

　　　　　　　　　　・卒業証明書（又は卒業見込み証明書）

　　　　　　　　　　・資格に関する資格証等の写し（該当者のみ）

　　　　　　　　　　・作文（テーマについては、要領参照）

　　　　　　　　　　　上記を北竜町役場総務課に郵送又は持参し提出して下さい（※エントリーシート及び

　　　　　　　　　　　作文用紙については、北竜町のホームページからダウンロードできます）。

７．書 類 選 考　　受付後、書類選考を行います。

８．試 験 日　　書類選考のうえ、後日通知。　 　試験方法：適正試験・面接試験

９．そ の 他　　郵送で申込みを請求される場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４版が入る

　　　　　　　　　　大きさ）に送付先の住所・氏名を記入したものを同封し、請求して下さい。

１．採用年月日　　令和８年４月１日

２．職種及び人員　　保健師　１名

３．受 験 資 格　　１）保健師資格取得者又は、令和８年３月までに取得予定者

　　　　　　　　　　２）採用後、北竜町へ居住できる方

　　　　　　　　　　３）普通自動車免許を有する方

　　　　　　　　　　※ただし、日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第１６条のいずれかに該当する者は、

　　　　　　　　　　　受験できません。

４．給 与 等　　北竜町職員給与規定に基づいて支給。※民間企業等の経験年数による加算あり。

　　　　　　　　　　手当～扶養手当・住居手当･通勤手当･時間外手当・寒冷地手当・期末手当・勤勉手当等

５．申 込 期 間　　令和７年５月１５日（木）～令和７年７月１８日（金）まで（必着）　

６．提 出 書 類　　・北竜町職員採用試験エントリーシート兼履歴書

　　　　　　　　　　・卒業証明書（又は卒業見込み証明書）

　　　　　　　　　　・保健師免許証の写し（取得している場合のみ）

　　　　　　　　　　・作文（テーマについては、要領参照）

　　　　　　　　　　上記を北竜町役場総務課に郵送又は持参し提出して下さい（※エントリーシート及び

　　　　　　　　　　作文用紙については、北竜町のホームページからダウンロードできます）。

７．書 類 選 考　　受付後、書類選考を行います。

８．試 験 日　　書類選考のうえ、後日通知。　 　試験方法：適正試験・面接試験

９．そ の 他　　郵送で申込みを請求される場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４版が入る

　　　　　　　　　　大きさ）に送付先の住所・氏名を記入したものを同封し、請求して下さい。

北竜町職員採用資格試験募集

詳細は北竜町の

ホームページを

ご覧ください。

【 提出先／問い合わせ先 】
　〒０７８- ２５１２
　雨竜郡北竜町字和１１番地１　北竜町役場 総務課総務係
　℡：０１６４‐３４‐７０２８

詳細は北竜町の

ホームページを

ご覧ください。

【 提出先／問い合わせ先 】
　〒０７８- ２５１２
　雨竜郡北竜町字和１１番地１　北竜町役場 総務課総務係
　℡：０１６４‐３４‐７０２８

令和８年度 北竜町職員【保健師】採用資格試験募集要綱
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　令和８年の２０歳を祝う会（旧成人

式）を次の通り開催しますのでお知ら

せいたします。式典のご案内は右記対

象者へ１１月中旬頃に送付します。

【問い合わせ先】教育委員会 生涯学習推進係　℡：３４‐２５５３

と　き：令和８年１月１０日(土)

ところ：北竜町公民館　大ホール

① 北竜町に住民登録されている方

　 (平成１７年４月２日～１８年４月１日生まれの方)

② 北竜町出身で現在町外に居住されている方

　 (ご家族が北竜町に在住されている方)

③ 本人が中学校卒業時まで在籍していた方

※①～③に該当せず、以前本町に居住していた方で式典に

　出席を希望される方は、教育委員会へご連絡ください。

２２００歳を歳を祝う祝う会会開催のお知開催のお知らせらせ令和８年令和８年

１．受 付 期 間　　令和７年５月１９日 (月) から令和７年７月９日 (水)まで(必着)

２．第１次試験日　　令和７年７月２６日 (土)  午前９時００分

３．試 験 会 場　　北竜町役場　（雨竜郡北竜町字和１１番地１）

４．募 集 人 員　　２名

５．採用年月日　　令和８年４月１日

６．受 験 資 格　　１）救急救命士の資格を有する者、又は資格を取得見込みの者で平成２年４月２日以降

　　　　　　　　　　　　に生まれた者(令和８年３月卒業見込み含む)

　　　　　　　　　　２）身体強健で採用となった場合、北竜町内に居住できる者

　　　　　　　　　　３）普通自動車運転免許取得者 （取得見込み含む）

　　　　　　　　　　４）視力０．７以上（矯正視力可）で赤色、青色及び黄色の色彩が識別できること

　　　　　　　　　　※ただし、日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第１６条のいずれかに該当する者は、

　　　　　　　　　　受験できません。

７．試 験 方 法　　１）第１次試験：適性検査、作文試験 （試験終了予定時間　１１時００分）

　　　　　　　　　　２）第２次試験：面接試験、体力試験 （第１次試験合格者に対して８月上旬頃に実施予定）

８．提 出 書 類　　・北竜町職員採用試験エントリーシート兼履歴書（町ホームページからダウンロード）

　　　　　　　　　　・救急救命士免許証の写し（取得者のみ）

　　　　　　　　　　・運転免許証の写し（取得者のみ）

　　　　　　　　　　・卒業証明書（又は卒業見込証明書）

　　　　　　　　　　上記を北竜町役場総務課に郵送又は持参し提出して下さい。

９．そ の 他　　郵送で申込みを請求される場合は、１４０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４版が入る

　　　　　　　　　　大きさ）に送付先の住所・氏名を記入したものを同封し、請求して下さい。

【救急救命士募集】

北竜町職員採用資格試験募集

詳細は北竜町の

ホームページを

ご覧ください。

【 提出先／問い合わせ先 】
　〒０７８- ２５１２
　雨竜郡北竜町字和１１番地１　北竜町役場 総務課総務係
　℡：０１６４‐３４‐７０２８

令和８年度 北竜町職員（消防職）採用資格試験募集要綱
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「男の料理教室」はじまります！

（担当：杉山 恵理子）

【 第５４回 】　

　今年も「男の料理教室」を開催します。年に３回、栄養士が考えた主食、汁物、副食とバランス

の良い食事をみんなで作ります。定員は４～８名の予定（変更あり）です。料理を作ってみたい方、

初めての方、もっとかんたんな料理を覚えたい方など、１回だけの参加でも大丈夫です。１８歳以

上の男性ならどなたでも大歓迎です！

男性限定の教室…調理中は黙々と食材に向き合っており、真剣です！

慣れてくると自分のアレンジが入ることも出てきます。

調理したものは、みんなで食べて、「美味しい！」を共有できるのがこ

の教室の醍醐味です。

■男の料理教室■男の料理教室 ～作って・食べて・健康になろう！～～作って・食べて・健康になろう！～

● モグモグ☆クッキング

● 男の料理教室

● 住民健診

● 認知症物忘れ相談

 4日（水）10:00～11:30　すこやかセンター

 5日（木）10:30～12:30　公民館調理室

18日（水）　すこやかセンター

19日（木）　碧水生きがいセンター体育館

20日（金）　美葉牛研修センター

24日（火）10:00～11:30　ココワ研修室

30日（月）10:00～11:30　碧水地域支え合いセンター

６月の
保健・介護予防

行事

※変更になる場合があ
りますので、防災無線
等でご確認ください。

❷❷ ❸❸申込締切：9/12 (金)申込締切：9/12 (金) 申込締切：10/17 (木)申込締切：10/17 (木)

●ご用意いただくもの：エプロン・三角巾・手ふきタオル・調理のできる姿（※マスク要着用）

❶❶申込締切：6/3 (火)申込締切：6/3 (火)

■ 6 / 5（木）
　10：30～12：30
　公民館調理室

・夏野菜キーマカレー
・たまご入りスープ
・フルーツヨーグルト和え

■10 / 23（木）
　10：30～12：30
　公民館調理室

・煮込みうどん
・チーズ入りいも団子
・白菜サラダ  ・果物

■ 9 /18（木）
　10：30～12：30
　公民館調理室

・ごはん  ・秋の味覚汁
・魚のホイル焼き
・なすの揚げ煮

野菜も大事だなー おいしくできました新しい料理も
作ってみるよ！

【申し込み先】　役場こども・くらし応援課　 TEL：３４‐７０３１

参加者募集中！
参加者募集中！



2222

　【問い合わせ先】

　　〒０７８－２２２２  沼田町字沼田１２４８番地の１
　　北空知広域水道企業団　TEL：３５－１８７８ ／ FAX：３５－２７８２
　　（ホームページ）http://www.kitasorasui.or.jp

北空知広域水道企業団からのお知らせ北空知広域水道企業団からのお知らせ
　北空知広域水道企業団は、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町に水道用水を供給

する一部事務組合です。企業団では毎年、条例に基づき財政の状況を公表しています。今回は、

令和６年度の事業と経理の内容、令和７年度の事業計画と予算の概要についてお知らせします。

　令和６年度の年間水道用水供給実績は２，８９３，８７２㎥（１日平均７，９２８㎥）となり、

前年度と比較して１０１，７５３㎥（１日平均２５７㎥）減少しました。

　令和７年度の年間予定供給量は、２，７９０，０００㎥（１日平均７，６４４㎥）とし、施設

運転・保守管理を中心とした収益的収支と施設・設備の更新を中心とした資本的収支の予算

額は下表のとおりです。

■令和６年度の事業と経理の概要・
　令和７年度の事業計画と予算の概要について

◎令和６年度 北空知広域水道企業団 水道用水供給事業会計試算表

◎令和７年度 北空知広域水道企業団 水道用水供給事業会計予算表

（令和7年3月31日現在）

※収益的収支の収入額が支出額に

不足する額8,127万3千円は、剰余

金で補てんします。また、資本的

収支の収入額が支出額に不足する

額8,226万3千円は、損益勘定留保

資金などで補てんします。

借　　　　　　方 貸　　　　　　方

勘 定 科 目 金　　額 勘 定 科 目 金　　額

固 定 資 産 59億 8,856万 2千円 固 定 負 債 9億 5,901万 3千円

流 動 資 産 4億 4,908万 5千円 流 動 負 債 8,857万 9千円

資 本 金 39億 4,721万 9千円

剰 余 金 1億 1,599万円

繰 延 収 益 13億 2,684万 6千円

計 64億 3,764万 7千円 計 64億 3,764万 7千円

営 業 費 用 4億 7,270万 1千円 営 業 収 益 3億 7,532万 6千円

うち減価償却費 （ 2億8,039万7千円） 営 業 外 収 益 6,532万円

営 業 外 費 用 597万 4千円

特 別 損 失 152万 8千円 当年度純損失 3,955万 7千円

合　　計 69億 1,785万円 合　　計 69億 1,785万円

収益的収支 資本的収支

  収　入  4億 7,445万 3千円 5億 1,825万 1千円

  支　出  5億 5,572万 6千円 6億 51万 4千円

  差　引  ▲ 8,127万 3千円 ▲8,226万 3千円
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　草刈機でホームタンク下の配管を切断してしまい、灯油が漏洩してしまう事故や不注意によるケガ等の

事故が毎年発生しています。下記のことに注意し、草刈を行うようにしましょう。

　このように配管は、むき出しになっているこ

とが多く、草に隠れて見えないことがありま

す。ホームタンクの周辺は、カマ等を使い手作

業で行うようにしてください。

　灯油が漏洩すると上下水道への混入や土壌

汚染など様々な被害をもたらしますので、十分

注意してください。

　万が一切断してしまった場合は、すぐに北竜

消防（TEL：３４‐２２００）へご連絡ください。

・ヘルメット、防護メガネ、防護手袋、安全靴、長袖、長ズボンなどを着用して作業を行う。

・小石や枝などの硬い異物は作業前に除去し、周りを確認してから作業を行う。

・障害物や地面等に回転している刈刃が当たり跳ね返るキックバック現象に注意して作業を行う。

・斜面での作業は特に注意して行う。

・刈刃に巻き付いた草等を取り除く時は、必ずエンジンを止めてから行う。

・水分補給や涼しい場所で休憩をはさみながら作業を行う。

●灯油配管の切断を防ぐために●灯油配管の切断を防ぐために

●ケガ等を防ぐために●ケガ等を防ぐために

草刈機の使用中の事故にご注意ください！草刈機の使用中の事故にご注意ください！

　　　北竜町無火災期間  （令和７年５月２０日現在）
　　　　　　 第１分団区域　　　 １，７７３日間
　　　　　　 第２分団区域　　　 　 ３３０日間

 令和７年深川地区消防組合管内火災発生件数　３件
　 内訳　北　竜　０件　　深　川　２件　　秩父別　１件
　　　　 妹背牛　０件　　沼　田　０件

※切断しやすい配管部分

日時：令和７年６月２７日（金）午後２時３０分

場所：北竜町役場北側駐車場

令和7年度 北竜消防演習の開催について令和7年度 北竜消防演習の開催について
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診療所長　浦本幸彦
Ｎｏ．３２０

　

五
月
に
入
り
ま
す
と
道
路
に
泥

が
付
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
春
の

知
ら
せ
は
色
々
あ
り
ま
す
が
農
地

が
息
を
吹
き
返
し
た
証
と
し
て
毎

年
頼
も
し
く
見
つ
め
て
い
ま
す
。

　

さ
て
私
の
個
人
情
報
で
す
が
、

一
番
下
の
娘
も
親
元
を
離
れ
て
一

年
経
ち
ま
し
た
。
春
休
み
に
帰
っ

て
来
た
時
は
子
供
よ
り
親
が
喜
ん

で
い
ま
す
。
小
さ
い
時
か
ら
好
き

嫌
い
は
無
い
子
で
し
た
。

な
ん
で
も
食
べ
る
娘
を
見
て
私
は

「
え
ら
い
ね
、
何
で
も
食
べ
て
」

と
褒
め
て
い
ま
し
た
。
沢
山
食
べ

た
時
も
「
す
ご
い
ね
、
沢
山
食
べ

て
」
と
。
幼
少
時
に
は
間
違
っ
た

教
育
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

僕
が
小
学
生
の
頃
、
戦
後
20
年

は
経
過
し
て
い
た
の
で
す
が
、
何

で
も
た
く
さ
ん
食
べ
る
事
は
、
良

い
事
で
推
奨
さ
れ
る
べ
き
風
潮

だ
っ
た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

そ
の
証
拠
に
体
格
の
良
い
子
は

「
健
康
優
良
児
」
と
し
て
表
彰
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

小
学
校
二
年
生
の
あ
る
日
、
友
達

の
「
ひ
ろ
ブ
ー
」
が
前
の
日
曜
日

に
区
民
体
育
館
で
健
康
優
良
児
と

し
て
表
彰
さ
れ
た
と
先
生
が
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

仲
が
良
か
っ
た
の
で
僕
自
身
も
嬉

し
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

「
ひ
ろ
ブ
ー
」
は
そ
の
名
の
通
り

僕
ら
よ
り
頭
一
つ
デ
カ
く
横
は
ふ

た
つ
ば
か
し
大
き
く
今
な
ら
標
準

体
重
オ
ー
バ
ー
で
肥
満
と
し
て
栄

養
指
導
が
入
る
程
度
で
し
ょ
う
。

指
導
と
言
え
ば
そ
の
あ
だ
名
も
今

で
は
指
導
も
の
で
す
が
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
問
題
は
一
旦
置
い
と
き
ま

し
ょ
う
。

　

問
題
は
で
す
ね
、
私
が
末
娘
に

謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
な

ん
で
す
。

私
が
「
食
べ
ろ
食
べ
ろ
、
た
く
さ

ん
食
べ
ろ
」
思
想
で
接
し
た
も
の

で
す
か
ら
父
親
思
い
の
娘
は
一
生

懸
命
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。

春
休
み
に
帰
省
し
た
時
、
喜
ん
だ

親
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
食
事
を
用

意
し
て
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
時
、

し
っ
か
り
食
べ
て
く
れ
る
娘
を
見

て
当
初
微
笑
ん
で
い
ま
し
た
が
、

食
べ
た
量
を
考
え
る
と
ふ
と
疑
問

が
湧
き
ま
し
た
。
育
ち
盛
り
な
ん

て
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
て
幼
い
時
の

様
に
た
く
さ
ん
食
べ
さ
せ
て
い
い

の
か
ど
う
か
。
日
頃
患
者
さ
ん
に

言
っ
て
い
る
事
を
思
い
出
し
反
省

し
ま
し
た
。
最
近
で
は
若
い
人
で

も
生
活
習
慣
病
を
患
っ
て
い
る
方

は
多
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
野
郎
な
ら
兎
も
角
レ
デ
ィ
ー

は
そ
ろ
そ
ろ
食
い
気
よ
り
優
先
し

て
ほ
し
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
訳
で
春
休
み
に
帰
省
し

た
際
に
娘
に
謝
り
ま
し
た
。
娘
は

笑
っ
て
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
が
ど

れ
だ
け
真
剣
に
受
け
取
っ
た
か
は

不
明
で
す
。
迷
惑
な
話
で
す
よ
ね
。

謝
ら
れ
た
り
す
れ
ば
娘
自
身
の
食

生
活
を
否
定
す
る
形
に
な
り
ま
す

も
ん
ね
。
気
に
食
わ
な
い
話
で
す

が
受
け
入
れ
て
く
れ
た
と
思
い
た

い
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ま
は
私
の
娘

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
北
竜
町
の
健
康
管
理
に

携
わ
る
一
人
と
し
て
一
言
言
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

食
欲
の
赴
く
ま
ま
好
き
な
も
の

を
好
き
な
だ
け
摂
取
し
て
い
ま
せ

ん
か
？
ご
両
親
が
食
べ
ろ
食
べ
ろ

思
想
の
方
は
特
に
要
注
意
で
す
。

適
切
な
内
容
で
適
切
な
量
を
食
べ

て
い
れ
ば
問
題
な
い
の
で
す
が
、

そ
の
「
適
切
」
は
個
人
の
判
断
で

す
も
ん
ね
。

　

ご
両
親
に
謝
ら
れ
な
い
よ
う
御

注
意
下
さ
い
。

北竜町立診療所

休診日のお知らせ
６月４日（水）は午後１時３０分より、浦本先生が深川市に
おいて介護認定審査会に出席のため、午後より休診となります。

謝 罪
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北竜町教育委員会

　

　

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日

図書館・郷土資料館の開館時間

6月 2・9・16・23・30日（毎週月曜日）

火～土曜日9:00～18:00／日曜日9:00～17:00

　　　

右記ＱＲコードより学校
便りをご覧いただけます。
【問い合わせ先】
 北竜町教育委員会 TEL:34-2553

右記ＱＲコードより、検討委員会の様
子等が掲載された「かわら版」第３号
をご覧いただけます。

■今後の主催事業

■各学校便り

■北竜町のこれからの学校づくり「かわら版」

■図書館便り

※印刷物でご覧になりたい方は教育委員会
 （℡：３４‐２５５３）までご連絡ください。

右記ＱＲコードより図書館便りをご覧
いただけます。

真竜小学校 北竜中学校

教育委員会主催の社会教育・体育事業
は右記ＱＲコードより詳細をご確認い
ただき電話等でお申し込み下さい。

キッズエアロビクスを開催

　４月２５日にやわら保育園にて、ひまわり組を対

象にキッズエアロビクスを開催しました。

　リズムに合わせた動きや跳び箱、バランスボール

を使ったゲームなどを行い、全身を使った運動を楽

しみました。

月 日 行　　事　　名 場　 所 時 間

７日（土）真竜小学校運動会 真竜小学校
グラウンド  8:45～

10日（火）教育長杯
パークゴルフ大会 ひまわりPG場  8:30～

12日（木）ひまわり大学
６月講座

公民館
大ホール 10:00～

14日（土）第７回
やわら保育園運動会 やわら保育園  9:00～

21日（土）子どもと高齢者の
ふれあい事業 未定 未定

25日（水）中体連北空知大会
（～２６日） 北空知管内

27日（金）キッズエアロビクス やわら保育園  9:30～

６月の生涯学習カレンダー

【参加者を募集している事業予定】
・子どもと高齢者のふれあい事業…6/21

フロアカーリング大会を開催

　３月２４日に改善センター体育館にて、フロアカー

リング大会を開催しました。

　１４名の方に参加いただき、２人１組でチームに

なりミニゲームを行い、交流を深めながら楽しみま

した。

図書の寄贈について
　今日まで図書館に沢山の図書を寄贈していた

だいておりますが、寄贈でお持ち込みいただけ

る図書は「初版から１０年以内のもの」、「汚損、

破損のない新品同様のもの」に限ります。

　それ以外の辞典や文学全集等の図書は寄贈を

お断りさせていただきますのでご了承ください。
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　福祉センターでは、みんなの広場「おむすび」として、「子ども」「高齢者」

「障害をお持ちの方」「一般の方」まで年齢を問わず、誰でも気軽に立ち寄り、

自由に集える場所として開放しています。ぜひ、新たな遊び場、交流の場とし

て多くの方々にご利用して頂きますよう、お待ちしております。

　なお、おもちゃ、本、お絵かきセットやバトミントン、ミニバレー、卓球、ドッ

チビー、学研ニューブロック、カードゲーム、オセロなどのボードゲーム、レ

クリエーション用具などがあります。ご自由にお使い下さい。

※福祉センター内でのＷｉ‐Ｆｉは利用できません、ご了承ください。

◎お願い

　社会福祉協議会では、ご家庭で使わなくなったまだ使える「おもちゃ、絵本」などを集めてい

ます。寄贈していただける方は社会福祉協議会（福祉センター）までお持ちいただきますようお

願いいたします。

【問い合わせ先】

　北竜町社会福祉協議会　担当：村井 恵（コミュニティソーシャルワーカー）

　℡：３４‐２４３５　／　携帯電話：０９０‐２８１８‐２４３５（直通）

　※相談支援業務も行っていますので、どこへ相談したらよいかわからない場合や迷う場合は

　　お気軽にご相談ください。

■開 放 日：６月２日、９日、１６日、２３日、３０日の毎週月曜日（※祝日は休み）

■利用時間：１３時～１７時まで（※利用時間内の出入り自由）

北竜町社会福祉協議会からのお知らせ北竜町社会福祉協議会からのお知らせ


